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二本松市教育委員会会議録 

 

令和６年４月２５日午後３時００分二本松市教育委員会定例会議を二本松市役

所教育委員会室に招集した。 

○会議に出席した委員は次のとおりである。（発言内容を簡略化） 

教   育   長   渡 辺 惣 吾 

教育長職務代理者   佐 藤 英 之 

教 育 委 員   関   奈央子 

教 育 委 員   関   健 至 

教 育 委 員   太 田 左恵子 

○会議に説明のため出席した職員は次のとおりである。 

教 育 部 長   大 内 真 利 

教 育 総 務 課 長   佐 藤 隆 嘉 

学 校 教 育 課 長   長 澤   潤 

生 涯 学 習 課 長   関   博 

文 化 課 長   本 田 俊 広 

 

○教育長（渡辺） ただいまから令和６年二本松市教育委員会４月定例会を開会

いたします。 

（宣言 午後３時０４分） 

○教育長（渡辺） これより会議に入ります。 

教育長、委員の出席状況を報告します。現在の出席者は５名全員であります。

会議の定足数に達しておりますので、本会議は成立いたします。 

次に「２ 会議日程の決定」ですが、会議が終了するまでといたします。 

続きまして「３ 会議録署名人の決定」ですが、関奈央子委員と関健至委員

の２名を指名いたします。 

  それでは、「４ 前回会議録朗読承認」について事務局より説明をお願いしま

す。 

（事務局より、令和６年３月２１日の定例会の会議録を朗読） 

○教育長（渡辺） ただいま事務局より会議録の朗読がありましたが、これにつ

いて皆様からご質問等ありますか。 

（「特になし」の声あり） 

○教育長（渡辺） 朗読にありました７月１１日からの東北六県市町村教育委員

会連合会総会・研修会については資料が届き次第皆様にご相談することとして

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 
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○教育長（渡辺） それではよろしくお願いいたします。それでは３月の会議録

については承認することでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（渡辺） ただいまの会議録についてはご承認いただきました。 

  本日の定例会は教育長報告９件、議案５件、協議事項３件を予定しておりま

す。それでは「５ 教育長報告」に入ります。「１ 寄附受納について」事務局

より説明願います。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 以上で報告が終わりました。よろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

〇教育長（渡辺） つづきまして「２ 二本松市立小学校及び中学校の適正規模・

適正配置答申地域説明会について」事務局より説明願います。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 事務局からの説明が終わりました。これについて重要ですの

で、皆様からご意見あれば、お願いいたします。 

〇太田左恵子委員 統廃合は市が定めた方向に向かうようになるのか、皆さんの

意見を聞いて、まだ向かう方向が決まらないでいるのか、どの様に進んでいく

のでしょうか。 

〇教育部長 適正規模適正配置につきましては、４年度に適正規模、５年度に適

正配置の答申がありました。それについては地域等の代表が入った検討会でお

示しいただいた内容ですので、答申に沿った形が基本的な方向性と考えており

ます。それに沿って、今回は答申の内容について、具体的な内容をご説明し、

意見を伺い、答申案にご賛同いただけるのであればその方向で進めれば良いの

ではと考えており、答申が大きな柱と考えております。 

〇太田左恵子委員 形は見えてきているのですか。 

〇教育部長 答申が出た段階で止まっており、ご意見を聞いた上で答申のままで

良いのか、プラス何かが必要なのか、意見を纏めて教育委員会にお示しして教

育委員会の案を決定できればと考えております。 

〇関奈央子委員 答申がウェブサイトで公開されたとのことで、何か意見が来て

いるのでしょうか。 

〇教育部長 ２件、同じ方から電話により意見がありました。広域に考え他市の

学校に行けないかとの声や、別地域の学校に行けないのかとの意見がありまし

た。答申の中では地域の枠組みを尊重する、その中で学校を無くさないような

考え方で答申が出された背景がありますので、ご意見として承る旨お答えして

おります。 

〇佐藤英之教育長職務代理者 昨年度横浜の義務教育学校を視察し、義務教育学
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校は実際には大変なことだと感じました。岩代地区で義務教育学校を考えるの

であれば、課題と成果をしっかり捉え勉強しないといけないと思います。 

〇関健至委員 色々検討して答申が出されているので、１人の意見に影響される

のではなく、ぶれずに進めていければと思います。 

〇太田左恵子委員 先日、二本松市は２０５０年には消滅自治体になるという報

道がありました。去年まで考えてきたことで進めて、持続可能なのか、どんど

ん時代からずれて行っているのではと思います。去年決まったからそう進める

のではなく、完全に決定したのではないので、新教育長が二本松市を見て、感

じたことを踏まえて新しく提案して良いのではと思います。 

  義務教育学校だけが良いわけではなく、人口が激減していく中でどうやって

持続可能な学校を作っていくか、学区を超えていく等色々な考え方があるので、

新教育長が新しく提案してもらえると嬉しいと思います。 

〇教育長（渡辺） 貴重なご意見ありがとうございます。衝撃的な報道もありま

したが、答申を見るとそこまで予測した上で出されていると読ませていただき、

答申を基本としながら、今いただいた意見を大事に、子どもの学び、子どもの

ための学校という所をぶれずに進めていきたいというのが大前提です。子ども

のアイデンティティとして、地域で育ってきたというのは大事だという思いも

ありますので、そのことも大事にしながら進めていきたいと思います。また皆

様のご意見をいただき進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

  ここはよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

〇教育長（渡辺） ありがとうございました。つづきまして「３ 安達学校給食

センター改修工事及び改修工事中の給食の提供について」事務局より説明願い

ます。 

  （事務局より説明） 

〇佐藤英之教育長職務代理者 安達中の給食を見ると、洗浄の関係で容器の返却

方法が変わるといったところは連絡を取り合い進めているようですので、問題

は無いように思われます。 

〇教育部長 安達学校給食センターの改修中の給食提供について、事務局では東

部学校給食センターからの配食より弁当給食の配食を心配しておりましたが、

細かい問題はありましたが、大きなトラブルも学校からの苦情も無く進んでお

りますので、このまま問題なく進むと考えておりますこと報告いたします。 

〇佐藤英之教育長職務代理者 以前の経験から心配したのは、自宅から弁当を持

参する児童が混在した場合、持参した弁当と弁当給食の児童間でおかずの交換

があると、万が一食中毒が発生した場合どちらが原因か分からなくなりことで

す。そこを注意してもらえればと思います。 
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〇教育長（渡辺） 自宅から弁当を持参するのはアレルギー関係で持参すること

となるので、そこでトラブルが発生しないよう十分配慮しながら進めていきた

いと思っております。 

  つづきまして「４ 令和６年度の児童生徒数及び学級編制について」事務局

より説明願います。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 事務局からの説明が終わりました。これについて皆様からご

意見あれば、お願いいたします。 

  （「なし」の声あり） 

〇教育長（渡辺） 続きまして「５ 学校運営協議会について」事務局より説明

をお願いします。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 事務局の説明が終わりました。これについては令和２年度大

平小からスタートし、令和６年度をもって全ての学校が学校運営協議会を設置

し、運営していくということとなります。地域と共にある学校ということを掲

げ、地域の方と一緒に子どもたちを育てていくということで、頑張っていきま

すのでご理解をお願いいたします。 

  つづきまして「６ 令和６年度第１７回二本松市小学生陸上交流大会につい

て」事務局より説明をお願いします。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 事務局の説明が終わりました。これについて皆様からご意見

ありますでしょうか。 

  （「なし」の声あり） 

〇教育長（渡辺） ありがとうございます。つづいて「７ 文部科学省全国学力

テスト成績公表の有無について」事務局より説明をお願いします。 

  （例年通り公表せず、子どもたちや保護者にのみ本人の結果を伝える旨、事

務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 事務局の説明が終わりました。これについて皆様からご意見

ありますでしょうか。 

○佐藤英之教育長職務代理者 公表しないということで良いと思います。学力テ

ストの目的と学力テストの問題を見ると、授業の改善は求められるところと思

いますのでそこを意識して進めていただきたいと思います。 

〇教育長（渡辺） 本来の目的である結果を活かして各学校では授業を改善して

いく、これを基本としながら色々な取り組みをしておりますので、教育施策を

より良い施策にしていく、当事者である子どもたち、保護者には説明し、自分

の目標を持って学習に取り組めるよう生かしていきたいと思います。 
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  つづきまして、「８ 第７７回福島県総合体育大会県民スポーツ大会二本松市

大会について」事務局より説明をお願いします。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 事務局の説明が終わりました。これについてはよろしいでし

ょうか。 

  （「はい」の声あり） 

〇教育長（渡辺） つづきまして、「９ 令和５年度二本松歴史館の入館状況につ

いて」事務局より説明をお願いします。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 事務局の説明が終わりました。皆様よろしいでしょうか。 

〇太田左恵子委員 昨年度の企画展の際に質問いたしました「山田脩」の読み方

について、判明しました。身内の方や親しい方は「おさめ」と呼んでおり、自

身の書いた履歴書に「おさむ」と仮名を振っているものがありました。正式に

は「おさむ」が正しいということでした。 

〇教育長（渡辺） 貴重な情報ありがとうございました。以上で教育長報告を終

わります。 

  続きまして、「６ 提出議案」に移ります。「報告第２号 専決処分の報告に

ついて（教育委員会関係規則等の制定について）」事務局のより説明をお願いし

ます。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 説明のとおりであります。委員の皆様からのご意見ご質問等

お願いいたします。 

  （「なし」の声あり） 

〇教育長（渡辺） 意見が無いようですので「報告第２号 専決処分の報告につ

いて（教育委員会関係規則等の制定について）」原案のとおり承認することでよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（渡辺） ありがとうございました。「報告第２号 専決処分の報告につ

いて（教育委員会関係規則等の制定について）」原案のとおり承認されました。 

  次に「報告第３号 専決処分の報告について（二本松市教育委員会指導委員

の指名について）」事務局より説明をお願いします。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 説明のとおりであります。委員の皆様からのご意見ご質問等

お願いいたします。 

  （「なし」の声あり） 

〇教育長（渡辺） 意見が無いようですので「報告第３号 専決処分の報告につ
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いて（二本松市教育委員会指導委員の指名について）」原案のとおり承認するこ

とでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（渡辺） ありがとうございました。「報告第３号 専決処分の報告につ

いて（二本松市教育委員会指導委員の指名について）」原案のとおり承認されま

した。 

  次に「報告第４号 専決処分の報告について（二本松市社会教育委員の委嘱

について）」事務局より説明をお願いします。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 説明のとおりであります。委員の皆様からのご意見ご質問等

お願いいたします。 

  （「なし」の声あり） 

〇教育長（渡辺） 意見が無いようですので「報告第４号 専決処分の報告につ

いて（二本松市社会教育委員の委嘱について）」原案のとおり承認することでよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（渡辺） ありがとうございました。「報告第４号 専決処分の報告につ

いて（二本松市社会教育委員の委嘱について）」原案のとおり承認されました。 

  次に「報告第５号 専決処分の報告について（二本松市公民館運営審議会委

員の委嘱について）」事務局より説明をお願いします。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 説明のとおりであります。委員の皆様からのご意見ご質問等

お願いいたします。 

  （「なし」の声あり） 

〇教育長（渡辺） 意見が無いようですので「報告第５号 専決処分の報告につ

いて（二本松市公民館運営審議会委員の委嘱について）」原案のとおり承認する

ことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（渡辺） ありがとうございました。「報告第５号 専決処分の報告につ

いて（二本松市公民館運営審議会委員の委嘱について）」原案のとおり承認され

ました。 

  次に「報告第６号 専決処分の報告について（二本松市文化財保護審議会委

員の委嘱について）」事務局より説明をお願いします。 

  （事務局より説明） 

〇教育長（渡辺） 説明のとおりであります。委員の皆様からのご意見ご質問等

お願いいたします。 
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  （「なし」の声あり） 

〇教育長（渡辺） 意見が無いようですので「報告第６号 専決処分の報告につ

いて（二本松市文化財保護審議会委員の委嘱について）」原案のとおり承認する

ことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（渡辺） ありがとうございました。「報告第６号 専決処分の報告につ

いて（二本松市文化財保護審議会委員の委嘱について）」原案のとおり承認され

ました。 

  提出議案は以上であります。 

  続いて「７ 協議事項」に移ります。「１ 次期教育委員会の開催日程につい

て」事務局より説明をお願いします。 

  （事務局より説明） 

○教育長（渡辺） 事務局の説明が終わりました。よろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

○教育長（渡辺） それでは、次回教育委員会はこの日程でお願いいたします。 

  続きまして「２ 市内小中学校視察について」事務局より説明をお願いいた

します。 

  （事務局より説明） 

○教育長（渡辺） 事務局の説明が終わりました。昨年までの状況を踏まえなが

ら要望等ご意見をいただければと思います。 

○関健至委員 最初に「肥満」で視察し、昨年は「不登校」だったので、学力向

上を担当したいと思います。 

○太田左恵子委員 飲食関係の仕事をしているので、肥満にも興味があります。

食と肥満を結び付けて研究して来ます。よろしくお願いします。 

○教育長（渡辺） 昨年の視察を踏まえてご意見等ありますか。 

○関健至委員 昨年「不登校」で視察しましたが、やはり解決は難しいと感じま

した。 

○佐藤英之教育長職務代理者 昨年「学力向上」でしたが、マスクを外して授業

ができる状況だったので、先生の表情や子どもの表情等、マスクをしている時

と大きな違いを感じたのが一番で、学校に出向いて、しっかり学習をしている

と感じました。 

○教育長（渡辺） 昨年５月に新型コロナウイルス感染症が５類に変わり、非常

に授業がやりやすくなったと思っておりましたが、それを実感されたというこ

とですね。 

○太田左恵子委員 昨年は随行者が少なく意見が聞きやすかったので、視察時の

随行者は少人数となるよう要望します。 
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○教育長（渡辺） 関奈央子委員は「コミュニティスクール」でよろしいでしょ

うか。 

○関奈央子委員 どのテーマも興味のあることですので、よろしくお願いします。 

○教育長（渡辺） 今いただいたように率直なご意見をいただけると事務局でも

参考になると思いますので、よろしくお願いします。 

  続きまして「３ 今後の日程について」事務局より説明をお願いいたします。 

  （事務局より説明） 

○教育長（渡辺） 事務局の説明が終わりました。事務局説明のとおり、佐藤英

之教育長職務代理者と私が５月７日の福島県市町村教育委員会連絡協議会定期

総会に出席することでよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

○教育長（渡辺） なお、説明にありましたとおり、関奈央子委員が表彰される

こととなりました。関奈央子委員、おめでとうございます。 

  最後に「３ その他」ですが、事務局からはありますでしょうか。 

  （事務局より歓送迎会の案内について説明あり） 

○教育長（渡辺） 委員の皆様からはありますでしょうか。 

  （「なし」の声） 

○教育長（渡辺） 無いようですので協議事項を終わります。 

  以上で、本定例会の日程は全部終了いたしました。 

  これをもちまして、令和６年二本松市教育委員会４月定例会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

（宣言 午後４時１０分） 


